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新型コロナウイルス感染症予防対策として、在宅勤務やサテライトオフィス勤務などのテレ
ワークが有効な手段です。テレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した
費用の一部を助成する制度など、様々な支援がありますのでご紹介いたします。 （下記参照） 
   

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による、事業継続のための様々な課題にワンストップ
で対応するため、相談窓口を「よろず支援拠点」や「茨城働き方改革推進支援センター」に設
けて専門家による無料相談支援を行っております。 
テレワークの導入や助成金等の活用等についても、専門家派遣により対応いたしますので、ぜ
ひご活用ください。  

 
 
 
 
  
 

   

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

○人材確保等支援助成金（テレワークコース）【厚生労働省】 

良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果

をあげた中小企業事業主が助成対象となります。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html 

 

○IT 導入補助金【経済産業省】 

中小企業等の生産性向上を支援する目的で、テレワーク環境の整備等に取り組む事業者に IT ツールの導

入にかかる経費の一部が補助される制度です。 

https://www.it-hojo.jp/first-one/ 

 

  

 

○テレワーク総合ポータルサイト【厚生労働省】  

テレワークに関する様々な情報をご覧いただけます。テレワーク導入をご検討されている企業様、テレワー

クに関心のある方はぜひご活用ください。  

https://telework.mhlw.go.jp/ 

 

○テレワークの推進【総務省】  

  総務省におけるテレワーク推進施策全般についてのポータルサイトです。テレワークマネージャー派遣事

業やテレワークの導入・活用の際に役立つ情報も掲載しています。  

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/ 

  

○テレワーク相談センター【厚生労働省】  

  企業のテレワーク（在宅勤務やモバイルワーク）導入・推進の相談窓口です。テレワーク導入の疑問をは

じめ、助成金申請手続きについての相談も受け付けています。 

https://www.tw-sodan.jp/ 

  

○日本テレワーク協会  

  新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを緊急導入される企業等向けに、日本テレワーク協会

下会員企業・団体によるテレワーク緊急導入支援プログラムを紹介しています。  

https://japan-telework.or.jp/ 

 

テレワーク導入に関する支援策 

補助金・助成金 

茨城県よろず支援拠点   

☎029-224-5339 

https://yorozu-ibaraki.jimdofree.com/ 

茨城働き方改革推進支援センター   

☎０１２０-971-728 

https://task-work.com/ibaraki/ 

情報サイト・相談窓口 
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いばらき労働相談センター出張相談会のご案内 

●新型コロナウイルス感染拡大の影響による賃金や休業手当の不払い、一方的な解雇や配置転換、パ

ワーハラスメント、職場でのいじめなどといったトラブルで悩んでいませんか。 

●いばらき労働相談センターでは、職場のトラブルや労使問題でお困りの方のために、専門の相談員に

よる相談や情報提供を通じて問題解決のお手伝いをしています。 

●ご相談方法は、電話のほか、面談、メールでの相談も受け付けております。 

※メールでのご相談の場合には、折り返しのお電話をさせていただきますので、電話番号の記載を

お願いいたします。秘密は厳守いたしますので、一人で悩まずに、ぜひご相談ください。 

●なお、各地区就職支援センター内での出張面談についても、日程調整のうえ行っておりますので、セ

ンター（029-233-1560）へご連絡ください。 

●また、出張相談会を以下の日程で行いますので、まずはお電話にてセンター（029-233-1560）あて

お問い合わせください（事前にご予約された方優先。事前予約がない方も、当日の相談は可能）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 会場 

10 月 6 日(水) 県南生涯学習センター（土浦市） 小講座室４ 

10 月 19 日(火) つくば市役所 本庁舎３階会議室 301 

10 月 26 日(火) 日立市役所 本庁舎３階 303 会議室 

11 月 4 日(木) 筑西市役所 本庁舎３階 303 会議室 

11 月 16 日(火) つくば市役所 本庁舎３階会議室 301 

12 月 7 日(火) 鹿嶋勤労文化会館 会議室１ 

12 月 21 日(火) つくば市役所 本庁舎３階会議室 302 

1 月 5 日 (水 ) 県南生涯学習センター（土浦市） 小講座室４ 

1 月 18 日(火) つくば市役所 本庁舎３階会議室 301 

1 月 25 日(火) 日立市役所 本庁舎３階 303 会議室 

2 月 3 日 (木 ) 筑西市役所 本庁舎３階 303 会議室 

2 月 15 日(火) つくば市役所 本庁舎３階会議室 301 

3 月 9 日 (水 ) 鹿嶋勤労文化会館 会議室１ 

3 月 16 日(水) つくば市役所 本庁舎３階会議室 302 

・相 談 窓 口 

・開 設 日 時 

・場    所 

・電 話 番 号 

・メールアドレス 

・主な相談内容 

月曜日 ～ 金曜日：9:00～19:00（相談受付は 18:30 まで） 

第２・第４土曜日：9:00～15:00（相談受付は 14:30 まで） 

※第１・第３土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休業 

 
水戸市三の丸１－７－４１ いばらき就職支援センター２階 

０２９－２３３－１５６０ 

rodosodan@pref.ibaraki.lg.jp 

労働条件、採用、解雇・配置転換、賃金不払い、職場でのいじめ、パワハラ等 

・令和３年度下半期 出張相談会の開催スケジュール 【相談時間：各日 10 時から 16 時】※相談無料・秘密厳守 
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この大会は、障害のある方々が日ごろ培った技能を互いに競い合うことにより、その職

業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々が障害のある方々に対する理解と認

識を深め、その雇用の促進を図ることを目的として開催しています。 

大会では、各種目において日ごろの練習の成果が十分に発揮され、ハイレベルな大会と

なりました。 

 

開 催 日 令和３年７月 10 日(土)、11 日（日）  

主 催 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構茨城支部、茨城県 

後  援 

【順不同】 

茨城労働局、茨城県中小企業団体中央会、茨城県商工会連合会、 

茨城県商工会議所連合会、一般社団法人茨城県経営者協会、 

株式会社茨城新聞社 

競技会場 茨城県職業人材育成センター（水戸市水府町 864－4） 

競技種目 

【８種目】 

電子機器組立、ワード・プロセッサ、ビルクリーニング、縫製、 

木工、喫茶サービス、パソコンデータ入力、オフィスアシスタント 

参加者数 77 名（選手）、約 180 名（見学者） 

 

【お問い合わせ】(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構茨城支部 高齢・障害者業務課

（ＴＥＬ：０２９－３００－１２１５） 

 

 

 

 

 

①電子機器組立 

 

②ワード・プロセッサ 

 

③ビルクリーニング 

 

④縫製 

 

⑤木工 

 

⑥喫茶サービス 

 

⑦パソコンデータ入力 

 

⑧オフィスアシスタント 

 

第５０回茨城県障害者技能競技大会（アビリンピック県大会）を開催しました 

競技・成果品の様子 
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  就職の悩みは「サポステ」で解決!!   

 

 

地域若者サポートステーション（愛称「サポステ」）では，働くことに悩みを抱える若者に対し，キ

ャリアコンサルタントなどによる専門的な相談，コミュニケーション訓練等によるステップアップ，協

力企業への就労体験等により，就労に向けた支援を行っています。 

茨城県内には水戸市，筑西市，つくば市の３カ所にサポステが設置されており，厚生労働省から委託

を受けた，全国の若者支援の実績やノウハウのある一般社団法人等が実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談・支援は無料です。 

※プログラムの内容により参加費，交通費等を自己負担していただくことがあります。 

 

                 

電話による相談，個別面接（事前予約制）を行っています。また，一部の市町村やハローワークでの

出張相談も実施しています。オンラインによる相談を実施しているサポステもあります。まずはお気軽

にお問い合わせください。本人からの相談はもちろんのこと，ご家族からの相談も受け付けています。 

 

利用料金 

どのように相談したらよいのか 

★ サポステの支援対象者 ★ 

「働きたいけど，どうしたらよいのかわからない・・・」 

「働きたいけど，自信が持てず一歩を踏み出せない・・・」 

「働きたいけど，コミュニケーションが苦手で・・・不安」 

   「働きたいけど，人間関係のつまずきで退職後，ブランクが長くなってしまった・・・」 

など，働くことに悩みを抱えている 15 歳～４9 歳までの方 

サポステとは 

「サポステ」に関する問合せ先 

●いばらき若者サポートステーション（水戸市赤塚 1 丁目 1 番地 ミオスビル１階） 

電 話：0120－717－557 ／ＦＡＸ：029－259－2774 

E-mail： info@ibasapo.com ／ ＨＰ：https://ibasapo.com/ 

●いばらき県西若者サポートステーション（筑西市西方 1790-29） 

    電 話：0296－54－6012 ／ＦＡＸ：0296－54－6013 

    E-mail： hola@iw-saposute.org ／ ＨＰ：http://www.iw-saposute.org/ 

●いばらき県南若者サポートステーション（つくば市東新井 28-4 新井マンションⅡ2-C） 

電 話：029－893－3380 ／ＦＡＸ：029－893－3381 

E-mail： info@saposute-tsukuba.jp ／ ＨＰ：https://saposute-tsukuba.jp/ 

●茨城県産業戦略部労働政策課 人材育成グループ（県庁舎 16 階） 

    電 話：029－301－3653 ／ＦＡＸ：029－301－3649 
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県内５つの県立産業技術専門学院では、「指導員の確保が難しい」、「ノウハウがないので社員教育

になかなか取り組めない」、「現在の社内教育をさらに充実させたい」といったご意見に応えられるよ

う、企業等で就業中の皆さんを対象として各種技能講習を実施しています。是非、従業員の教育訓練に

ご活用ください。 

 

 

 

機械・電気・溶接・ＩＴ・新入社員研修など、お仕事に必要な技能習得をサポートします。 

コース 講座の内容・実施例 定員 訓練時間 受講料 

技能向上 
電気工事士受験対策（筆記・技能）、ガス・

アーク溶接、新入社員研修 など 
1 講座あたり 

10～30 名 

程度 

12～24 時間 

程度 

3,040 円 

 

 
※労働安全衛

生法に基づく       

講座は 

2,750 円 

ＩＴ 
基本情報技術者試験対策、機械・建築ＣＡ

Ｄ、ホームページ作成 など 

オーダーメイド 

企業等の個別のご要望にお応えして計画

実施します。まずは内容や日程（土日・夜

間実施も可）をお聞かせください。 

品質管理、ガス・アーク・ティグ溶接、機

械加工（普通旋盤・フライス盤）、型枠施

工、基本情報技術者試験対策 など 

5～20 名 

程度 

技能ブラッシュアップ 

技能検定１・２級取得を目指すなど技能者

のレベルアップを図ります。 

普通旋盤作業訓練（日立） 

8 名程度 
最長 

210 時間 
15,200 円 

 

 

 

 

 

ものづくりマイスター（茨城県知事の認定）等の優れた技能者が、培ってきた高度で専門的な技術や 

技能を伝承する場として、「いばらき名匠塾」を実施しています。 

【訓練コース】機械系職種（旋盤・フライス盤等）、金属加工系職種（構造物鉄工・溶接等）、 

電子技術系職種（電子・電気機器組立等）など 

【対  象  者】中小企業等で働く中堅青年技能者（概ね 20～30 代） 

【定      員】各コース５名以内（各産業技術専門学院で１コース（筑西のみ２コース）実施）、 

定員 30 名 

【訓 練 時 間】48 時間（訓練日は土日又は平日の夜等、希望に応じて調整します。） 

【受  講  料】１人あたり 3,040 円 

 

  

  

 

○茨城県産業戦略部労働政策課  (水戸市笠原町 978-6)        TEL 029-301-3653  

○県立水戸産業技術専門学院   (水戸市下大野町 6342）      TEL 029-269-2160  

○県立日立産業技術専門学院   (日立市西成沢町 3-9-1）     TEL 0294-35-6449  

○県立鹿島産業技術専門学院   (鹿嶋市林 572-1）           TEL 0299-69-1171  

○県立土浦産業技術専門学院     (土浦市中村西根番外 50-179) TEL 029-841-3551  

○県立筑西産業技術専門学院     (筑西市玉戸 1336-54）      TEL 0296-24-1714 

 

 

在職者訓練・いばらき名匠塾について 

～ 技能人材の育成をサポートします ～ 

【問い合わせ先】 

在職者訓練は茨城県が実施する 
公 的 職 業 訓 練 （ハロートレーニング）です 

在 職 者 訓 練（スキルアップセミナー） 

いばらき名匠塾 
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令和3年度茨城県女性活躍推進アドバイザー派遣業務

もっと輝く
職場に

で派遣します！

※一般事業主行動計画とは？

申
込
条
件

30社 支　援
企業数

お申込みは裏面をご確認ください▶

追加募集 2022年4月から常時雇用する労働者が101名以上の事業主は、
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定が義務化と
なります。

を

① 茨城県内に本社があること
② 申し込み時点で行動計画が未策定であること
③ 国または市町村から同様の趣旨のアドバイザー
　 派遣を受けていないこと

無料

女性が活躍できる
職場を目指している中小企業等へ、
女性活躍推進アドバイザー(社会保険労務士等 ) を派遣し、
課題の掘り起こし、
課題解決のアドバイス、
女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画(※)の
策定まで、きめ細やかにサポートします。

女性が活躍できる
職場を目指している中小企業等へ、
女性活躍推進アドバイザー(社会保険労務士等 ) を派遣し、
課題の掘り起こし、
課題解決のアドバイス、
女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画(※)の
策定まで、きめ細やかにサポートします。

事業所が、自社の女性の活躍に関す
る状況の把握・課題分析をもとに目標
を設定し、目標を達成するための具体
的な取組み内容をまとめたものです。

※定員になり次第締め切り

女性活躍推進
アドバイザー

茨城県
女性リーダー登用
先進企業表彰

えるぼし認定

両立支援等
助成金
( 女性活躍加速化 )

茨城県・いばらき女性活躍推進会議

上記の詳細やその他の制度・取組は、
アドバイザー訪問時に詳しくご案内いたします。

女性活躍に関する取組が評価されると表彰・認定等の獲得につながります
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茨城県女性活躍推進アドバイザー派遣申込書
　女性活躍推進アドバイザーの派遣を希望される企業は、本書に必要事項をご記入の上、メールにて、
お申し込みください。 
　この申込書は労働政策課のホームページ（以下URL）からダウンロードできます。

●基本情報

●ご担当者

正社員   　 　  人     パート勤務者等　 　     人

（正社員   　 　  人     パート勤務者等　 　     人）

フリガナ

フリガナ

フリガナ

〒

フリガナ

TEL E-mail 

■企業情報および個人情報の取扱について

茨城県産業戦略部労働政策課 労働経済・福祉グループ

TEL 029-301-3635 　  FAX  029-301-3649
E-mail　rosei1@pref.ibaraki.lg.jp

□農業、林業

□建設業

□情報通信業

□金融業、保険業

□宿泊業、

　飲食サービス業

□医療、福祉

□公務

□漁業

□製造業

□運輸業、郵便業

□不動産業、

　物品賃貸業

□生活関連サービス業、

　娯楽業

□複合サービス事業

□分類不能の産業

□鉱業、採石業、砂利採取業

□電気・ガス・熱供給・水道業

□卸売業、小売業

□学術研究、

　専門・技術サービス業

□教育、学習支援業

□サービス業

□策定予定（　　月頃） □未定

※策定済みの企業は今回の派遣対象外となります

団 体 ／ 企 業 名

代表者の役職・氏名

主 要 業 種

全 従 業 員 数

（うち女性従業員数）

本 社 所 在 地

所 属 （ 部 課 ）

役 職 ・ 氏 名

T E L 　・　E-mail 

一般事業主行動計画の
策 定 状 況

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/jokatsu/adviserhaken.html

（「茨城県女性活躍推進アドバイザー派遣」と検索）

【申込先】

※本申込書に記載いただく企業情報および個人情報につきましては、本業務に関することのみに使用し、目的以外の使用をするこ
とはありません。
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茨城県内企業の経営者と話せる！ 

２０２１いばらき 1Day 仕事体験 

  

受入れ企業の情報など 

詳しくは 

NPO 法人雇用人材協会の 

ホームページをご覧ください。 

http://koyou-jinzai.org/educat

ion/ 

茨城県では、県内外の大学生等を対象とした「1Day 仕事体験」を実施します。 

 

県内で活躍する経営者の考え方に触れ、企業活動の核心を知ることができる内

容となっています。 

 

参加学生を募集していますので、興味のある方はぜひご連絡ください。 

 

≪実施期間≫ ２０２１年７月～２０２２年２月 

  主に学生の夏季・冬季・春季休みの時期に実施 

 

≪対象学生≫ 茨城県内企業に興味のある大学生等（学年は問いません） 

 

≪参加対象企業≫ 県内企業 
（企業情報・実施プログラムの詳細▼事業を委託している NPO 法人雇用人材協会の 

HP からご覧いただけます。http://koyou-jinzai.org/education/） 

※企業情報は随時更新します。 

 

  

【問い合わせ先】 

 茨城県産業戦略部 労働政策課 雇用促進対策室   ℡：029-301-3645 

 または 

 NPO 法人雇用人材協会 ℡：029-300-1738 

 E-mail：info@koyou-jinzai.org 

 

【お申し込みフォーム URL】 

https://forms.gle/3bZfPmTfV2GcohJ26 
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＜趣旨＞  

 全国労働衛生週間は、昭和 25 年の第１回実施以来、今年で 72 回を迎えます。この間、全国労働

衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を

通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところです。 

 労働者の健康をめぐる状況については、過労死等事案の労災認定件数は、令和２年度には全国で

802 件となり、また、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はストレスを感じる労働者は、依然

として半数を超えている（平成 30 年労働安全衛生調査（実態調査））。このような状況の中、過労死

等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健康障害の防止対策及び

メンタルヘルス対策の推進が必要です。 

また、新型コロナウイルス感染症のり患による休業４日以上の労働災害は、令和２年には全国で

6,000 人以上発生しており、職場における新型コロナ感染症の感染症の拡大防止のためには、事業場

で留意すべき「取組の５つのポイント」をはじめ、 各事業場 の実態に即した感染予防対策を徹底

し継続 することが求められます。 

さらに、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防的観点から、健

康づくりを推進していくことが求められていることから、高年齢労働者の安全と健康確保のための

ガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）を策定し、健康づくり等の取組を推進していく

こととしています。 

日本の労働人口の約３人に１人が何らかの疾病を抱えながら働いている中で、職場において、病

気を抱えた労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面が増えることから、「事業場におけ

る治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の周知啓発等を進めることにより、企業の意識改

革や地域における支援体制の強化を進めています。 

このような状況を踏まえ、今年度は、「向き合おう！ こころとからだの 健康管理」を全体のス

ローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた副スローガンとして「うつらぬうつさぬルールとと

もに みんなで守る健康職場」を設け、事業場における更なる感染防止の徹底を呼び掛けることとし

ます。 

なお、今年も新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“３つの密”（(1)

密閉（換気の悪い密閉空間）、(2)密集（多くの人が密集）、(3)密接（お互いに手を伸ばしたら届

く距離での会話や発声））を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、 全国労働衛生

週間を実施することとなりますので、各事業場皆様のご協力をお願いします。 

 

＜期 間＞  

 10 月１日（金）から 10 月７日（木）まで （準備期間 ９月１日（水）から９月 30 日（木）まで） 

 

＜実施事項＞ 
 全国労働衛生週間中に実施する主な事項として、①事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡 
視、②労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示、③労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰、

④有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施、⑤

労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高

揚のための行事等の取組を展開するようお願いします。 
 

【お問い合わせ先】 茨城労働局労働基準部健康安全課 ℡029－224－6215 

令和３年度 全国労働衛生週間 

スローガン 「向き合おう！ こころとからだの 健康管理」 
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令和３年４月1日から、パートタイム・有期雇用労働法が全面適用！

同一労働同一賃金への対応について
～正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されています！～

同一企業内における正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規社員の間の不合理な待
遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パー
トタイム・有期雇用労働法※1 や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン（短時間・有期雇用労働
者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）、パートタイム・有期雇用労
働指針が企業規模に関わらず令和3年４月１日より全面施行されました。

※1 パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。

法律の名称も、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理

の改善等に関する法律」（いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」）に変わりました。

不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員の間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待

遇差を設けることは禁止されます。
裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」が法律に整備されました。

均衡待遇規定＜法第８条＞

(不合理な待遇差の禁止)

①職務内容※2、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情

の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止するもの

均等待遇規定＜法第９条＞

(差別的取扱いの禁止)
①職務内容※2、②職務内容・配置の変更の範囲

が同じ場合は、差別的取扱いを禁止するもの
※2 職務内容とは、業務の内容＋責任の程度をいいます。

➊ 均衡待遇規定について、個々の待遇※3ごとに、当該待遇の性質･目的に照らして適切と認められる事
情を考慮して判断されるべき旨を明確化。＜法第８条＞

※3 基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練など

パート 有期 派遣

均衡待遇規定 ○ → ◎ ○ → ◎ △ → ○＋労使協定
均等待遇規定 ○ → ○ × → ○ × → ○＋労使協定
ガイドライン（指針） × → ○ × → ○ × → ○

【改正前→改正後】○：規定あり △：配慮規定 ×：規定なし ◎：明確化

３

１

➋ 均等待遇規定について、 新たに有期雇用労働者も対象とする。＜法第９条＞
➌ 待遇ごとに判断することを明確化するため、ガイドライン（指針）を策定。＜法第15条＞

２

パート・有期労働ポータルサイト（https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/）では、
パートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応について、解説動画
や職務評価分析、セミナーのご案内等パートタイム・有期雇用労働に関する
様々な情報を掲載しています。ぜひご活用ください。

お役立ち情報～解説動画～お役立ち情報～個別支援(無料)～

【問い合わせ先】
茨城働き方改革

推進支援センター
☎0120－971－728
(平日9:00～17:00)

同一労働同一賃金のた
めの社内の仕組みや規定
の整備等お困りではありま
せんか？
電話相談のほか、専門
家派遣による個別の支援
も受けられます。
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このガイドライン（指針）は、正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規社員（パートタイ
ム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者）との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差
が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え方及び具体
例を示したものです。原則となる考え方が示されていない待遇や具体例に該当しない場合について
は、各社の労使で個別具体の事情に応じて議論していくことが望まれます。

※待遇差が不合理か否かは、最終的に司法において判断されることにご留意ください。

給与明細書

基本給
円

役職手当
円

通勤手当
円

賞与
円

時間外手当
円

深夜出勤手当
円

休日出勤手当
円

家族手当
円

住宅手当
円

労働者の「①能力又は経験に応じて」、「②業績又は成果に応じ
て」、「③勤続年数に応じて」支給する場合は、①、②、③に応
じた部分について、同一であれば同一の支給を求め、一定の違い
があった場合には、その相違に応じた支給を求めています。

労働者の役職の内容に対して支給するものについては、
正社員と同一の役職に就くパートタイム労働者・有期雇用
労働者には、同一の支給をしなければなりません。

また、役職の内容に一定の違いがある場合においては、
その相違に応じた支給をしなければなりません。
※ 同様の手当…特殊作業手当（同一の危険度又は作業環境の場合）

特殊勤務手当（同一の勤務形態の場合）
精皆勤手当（同一の業務内容の場合） 等

パートタイム労働者・有期雇用労働者には正社員と同一の
支給をしなければなりません。
※ 同様の手当…単身赴任手当（同一の支給要件を満たす場合）等

会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて
は、正社員と同一の貢献であるパートタイム労働者・有期雇用
労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなけれ
ばならない。また、貢献に一定の違いがある場合においては、
その相違に応じた支給をしなければなりません。

正社員と同一の時間外、休日、深夜労働を行ったパートタイム労働者・有期雇用労働者には、
同一の割増率等で支給をしなければなりません。

家族手当、住宅手当等
はガイドラインには
示されていませんが、
均衡・均等待遇の対象
となっており、各社の
労使で個別具体の事情
に応じて議論していく
ことが望まれます。

基 本 給

役職手当等

通勤手当等

賞 与

時間外手当等

家族手当・住宅手当等

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の賃金の決定
基準・ルールに違いがあるときは、「将来の役割期待が異なる
ため」という主観的・抽象的説明では足りず、賃金の決定基準・
ルールの違いについて、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、
その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして不合理なもの
であってはならないとしています。

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

▶パートタイム・有期雇用労働法 についてのお問い合わせは、茨城労働局 雇用環境・均等室へ

水戸市宮町1-8-31（☎ 029-277-8295）

▶パートタイム・有期雇用労働法への対応に向けた取組手順書や業種別マニュアルなど、

取組の参考となる情報は、厚生労働省ホームページへ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
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育児・介護休業法が改正されます！
～有期契約労働者(※)の方も育児休業や介護休業をすることができます～
（※）「パート」、「アルバイト」「契約社員」などの呼称を問わず、１年契約など雇用期間を定めて契約をしている労働者を指します。

原則として1歳未満の子を養育するために、休業
をすることができます。(保育所等の利用を希望
しているものの、子どもを保育所等に預けられな
いといった事情がある場合は最長２歳まで休業
を延長することができます。）

要介護状態にある家族を介護するために、通
算93日まで、3回を上限に分割して休業する
ことができます。

●育児・介護休業法改正ポイント●

※１ 職場環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、１か月前までとすることができます。
※２ 具体的な手続きの流れは以下①～③のとおりです。

①労働者が就業してもよい場合は事業主にその条件を申出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示
③労働者が同意した範囲で就業
なお、就業可能日等の上限（休業期間中の労働日・所定労働時間の半分）を厚生労働省令で定める予定です。

（注）新制度についても育児休業給付の対象となります。

新制度 現行育休制度

対象期間
取得可能日数 子の出生後８週間以内に４週間まで取得可能 原則子が１歳（最長２歳）まで

申出期間 原則休業の２週間前まで（※１） 原則１か月前まで

分割取得 分割して２回取得可能 原則分割不可
（今回の改正で分割して２回まで取得可）

休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲（※２）で休業中に就業することが可能 原則就業不可

①出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります 施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日

②雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります 施行日：令和４年４月１日
〇育児休業を取得しやすい雇用環境の整備（研修、相談窓口設置等）
〇妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
・雇用環境整備の具体的内容については、複数の選択肢からいずれかを選択して措置していただくこととする予定です。
・個別周知の方法については、省令において、面談での制度説明、書面による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択して措置して
いただくこととする予定です。

※休業取得意向の確認は、事業主が労働者に対し、育児休業の取得を控えさせるような形での実施を認めさせないことを定める予定です。

〇（新制度とは別に）分割して２回まで取得可能
〇１歳以降に延長する場合について、育休開始日を柔軟化

〇「引き続き雇用された期間が１年以上」の要件を撤廃し、無期雇
用労働者と同様の取り扱い(労使協定の締結により除外可)とする。
※「子が１歳６か月までの間に契約が満了することが明らかでない」の要件は存置
※「介護休業開始予定日から起案して93日を経過する日から６か月を経過する日までの間
に契約が満了することが明らかでない」の要件は存置

〇従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表
することが義務付けられます。
※公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の
取得率」と省令で定める予定です。

③育児休業を分割して取得できるようになります 施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日

④有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます
施行日：令和４年４月１日

⑤育児休業取得状況の公表が義務になります
施行日：令和５年４月１日

～解説動画～

令和3年7月6日に厚生労働省の委託事業「イクメン
プロジェクト」で実施されたオンラインセミナーの
公開動画です。
当該セミナーでは「改正育児・介護休業法」や、
「男性の育児休業取得の促進について」解説されて
います。
【イクメンプロジェクトサイト】

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/

▲解説動画はこちらから

【問い合わせ先】
●育児・介護休業制度

茨城労働局 雇用環境・均等室（〒310-8511 水戸市宮町1-8-31 ☎ 029–277-8295）
●育児・介護休業給付金 最寄りのハローワークへ
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従来開催している一堂に会して実施する就職面接会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、当面開催が見込めない状況であります。
求人者、求職者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
しかし、各ハローワークにおいて、事業所への雇入れ支援、求職者への就職支援の強化を図り
ながら、雇用機会、就職機会の場をなくさないために、新型コロナウイルスの感染予防に努めな
がら、小規模の就職面接会の実施を検討しております。
また、今後の大規模な就職面接会は状況を踏まえながら開催を検討して参ります。

県内各ハローワーク・茨城労働局
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（※２）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率
が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

令和3年8月から

「業務改善助成金」が使いやすくなります

○助成金受給の流れや申請先等については裏面をご覧ください。

（※1）

（※2）

（※1）

※申請期限：令和４年１月３１日

コース区分
引上

げ額

引き上げる

労働者数

助成

上限額
助成対象事業場 助成率

20円コース 20円
以上

１人 ２０万円

以下の２つの要件を
満たす事業場

・事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の
差額が30円以内

・事業場規模100人以下

【事業場内最低賃金
900円未満】
４／５

生産性要件を
満たした場合は
９／１０

【事業場内最低賃金
900円以上】
３／４

生産性要件を
満たした場合は
４／５

２～３人 ３０万円
４～６人 ５０万円
７人以上 ７０万円
10人以上 ８０万円

30円コース 30円
以上

１人 ３０万円
２～３人 ５０万円
４～６人 ７０万円
７人以上 １００万円
10人以上 １２０万円

45円コース 45円
以上

１人 ４５万円
２～３人 ７０万円
４～６人 １００万円
７人以上 １５０万円
10人以上 １８０万円

60円コース 60円
以上

１人 ６０万円
２～３人 ９０万円
４～６人 １５０万円
７人以上 ２３０万円
10人以上 ３００万円

90円コース 90円
以上

１人 ９０万円
２～３人 １５０万円
４～６人 ２７０万円
７人以上 ４５０万円
10人以上 ６００万円

（※2）

（※2）

（※１）10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件：事業場内最低賃金900円未満の事業場
②生産量要件：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、

30％以上減少している事業者

（※1）

（※1）

（※1）

（※1）

（※1）

（新設）

変更後のコース内容

『業務改善助成金』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内
最低賃金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、
設備投資など（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）
を行った場合に、その費用の一部を助成します。

助成金の
概要

業務改善助成金 検索詳しくはHPをご覧ください！
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厚生労働省

◆ 「業務改善助成金コールセンター」を開設しましたので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先

（R３.８.１０）

交付申請書・事業実施計画などを、
最寄りの都道府県労働局に提出 審

査

交付決定後、
提出した計画に
沿って事業実施

労働局に
事業実施結果
を報告

支給

助成金支給までの流れ

審
査

働き方改革推進支援資金

◆ 日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引上げに取り組む者に対して、設備資金や
運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

【担当部署】各都道府県日本政策金融公庫

～・業務改善助成金の活用事例・～

【受付時間】平日8:30～17:15 【電話番号】０３ー６３８８ー６１５５

※申請先は、各労働局雇用環境・均等部（室）

ご留意頂きたい事項

◆ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
◆ 事業完了の期限は令和４年３月３１日です。

その他の変更点

◆ PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども生産性向上の効果が認められる場合は対象になります。
※特例のうち、②生産量要件に該当する場合であって、引上げ額30円以上の場合に限ります。

◆ 同一年度内に複数回（2回まで）申請することができます。
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裏面のチャートで、あなたが使える支援策をチェック！

コロナ禍で、仕事で困っている
あなたへ

あなたがもらえる可能性のある雇用関係の給付金を
チェックしましょう

休業手当
がもらえ
なかった

休業
支援金

仕事を
やめて
職探し中

雇用
保険

（求職者給付）

雇用保険
が対象外
だった

求職者
支援制度
（職業訓練受講給付金）

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

これらの雇用関係の給付金以外にも、
緊急小口資金等の特例貸付、住居確
保給付金、生活保護制度があります。
こちらをご覧ください

（緊急小口資金等の
特例貸付、住居確保

給付金）

（生活保護制度）
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休業支援金 雇用保険
（求職者給付）

求職者
支援制度
（職業訓練受講給付金）

チェックシート
該当するか見てみましょう！

コロナ禍で会社が休業したり、
シフトを減らされたが、
会社から休業手当が出ない

やめる前に１年(※)以上、
週20時間以上働いていた
※解雇等の場合は６か月以上

仕事を探している

はい
（離職した）

はい

新型コロナの影響により休
業させられたにもかかわら
ず、会社から休業手当を受
けることができなかった方
に、給与の最大８割が
給付されます。

※対象期間等が該当しない
方は、例外もありますの
で厚労省ＨＰを御覧くだ
さい。

雇用保険に入っていた方
が離職し、再就職に向け
て活動する場合に、給与
の最大８割が給付され
ます。

※職業訓練を受けながら
受給することができま
す。訓練受講中は雇用
保険の支給が延長され
ます。

雇用保険を受けられない
方が、月10万円の生活
支援の給付金を受けなが
ら、無料の職業訓練を受
講する制度です。

※働いていても、収入が
一定額以下であれば
利用できます。

勤め先は中小企業である

はい いいえ

シフト制や日々雇用で
常態的に働いていた

はい
R2.10.1～R3.4.1
の間に休業した

R2.4.1～R2.6.30または
R3.1.8以降に休業した

はい

はい

はい

雇用保険の給付日数
が終了した

雇用保険の給付日数
が終了した

いいえ

勤め先をやめた

いいえ
（在職中）

はい
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労働委員会は、中立・公正な立場で、労使紛争の解決に向けて争議の調整や不

当労働行為の審査などを行っています。労働組合や使用者だけでなく、労働者個

人で利用できるあっせん制度もありますので、是非ご活用ください。 

審査事件(
労働組合又は労働者からの申立てにより、不当労働行為に

該当するかどうかを判定し、該当する場合救済を図る制度) 

・・・・当該期間中に新規申立てはありませんでした。係属中の事件は２件です。 
 

調整事件（
労働組合と使用者との間の紛争に 

ついて話合いにより解決を図る制度） 
・・・・当該期間中に新規申請はありませんでした。係属中の事件はありません。 

 

個別あっせん事件 (
個々の労働者と使用者との間の紛争に

ついて話合いにより解決を図る制度) 

・・・・当該期間中に新規申請が２件ありました。１件が終結し、１件が係属中です。 

【新規事件の概要】 

事件名 業種 
申請年月日 

申請者区分 
あっせん事項 

Ｒ３(個) 

第２号事件 

医療、

福祉 

Ｒ３.６.11 

労働者 

・パワハラ等の謝罪 

・解決金 

Ｒ３(個) 

第３号事件 
製造業 

Ｒ３.６.22 

労働者 

・不法行為に対する謝罪と慰謝料の支払い 

（パワハラ） 

 

【終結事件の概要】 

事件名 業種 
申請年月日 

申請者区分 
あっせん事項 終結状況 

Ｒ３(個) 

第３号事件 
製造業 

Ｒ３.６.22 

労働者 

・不法行為に対する

謝罪と慰謝料の支

払い（パワハラ） 

被申請者のあっせんに応じな

い意思が明確になったため、打

切りとして終結した。 

（終結までの所要日数は38日） 

 

今期の事件の状況  

 

労働委員会の窓から 
令和３年６月１日～令和３年７月 31 日 

 

【お問い合わせ先】茨城県労働委員会事務局 
 

〒310－8555 水戸市笠原町 978 番 6 
TEL 029－301－5563（総務調整課）、029－301－5568（審査課） 
E-mail roudoui@pref.ibaraki.lg.jp 
URL http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/roudoui/index.html 

～労使紛争の迅速・的確な解決を目指します～ 
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受付時間 8:30～17:15
（土日祝日を除く）

ご予約
お問い合わせ

TEL：029-301-5563

茨城県労働委員会事務局

◆面談または電話により相談を行います。
◆事前予約制です。前日までに、お電話でご予約ください。
◆新型コロナ感染防止対策を行い実施いたします。

労使間のトラブルでお困りの方、
無料で解決をお手伝いします！

日 時 会 場

第１回
１０月６日（水）
１４：００～１７：００

県庁２３階
茨城県労働委員会事務局
（水戸市笠原町978-6）

第２回
１０月２２日（金）
１４：００～１７：００

第３回
１０月２８日（木）
１７：００～１９：００

無料

◆労働問題に関する豊富な知識と経験がある茨城県労働委員会委員（弁護士、

労働組合役員、会社役員など）が、ご相談に応じます。

◆労働者、使用者どちらのご相談もお受けいたします。

◆正社員、契約・派遣社員、パート、アルバイトなど雇用形態は問いません。
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＜ご相談とお問い合わせはこちらまで＞

茨城県労働委員会事務局
〒310-8555水戸市笠原町978-6（県庁23階）
TEL ０２９－３０１－５５６３（労使紛争のあっせん等）
TEL ０２９－３０１－５５６８（不当労働行為の審査）
E-mail roudoui@pref.ibaraki.lg.jp
URL http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/roudoui/index.html

労働者個人から

【相談事例】 ◆職場の先輩からパワハラ・嫌がらせを受けた。上司に相談したが、十分

な対応をしてくれない。

◆勤務先の社長から、会社の経営が厳しいから辞めてくれと言われた。

退職しなければならないのか。

◆仕事でミスをしたことを理由に突然解雇された。解雇理由に身に覚えが

ない。解雇に納得がいかない。

使用者から
◆社員に配転命令をしたが、理由なく拒否された。

◆社員から高額な退職金の上乗せを求められて困っている。

◆経営不振で労働条件を変更したいが社員との話合いがうまくいかない。

１ 労働組合と使用者とのトラブル解決をサポートします。

（あっせん・調停・仲裁）

労働委員会とは・・・ 公益・労働者・使用者の立場を代表する委員で構成された、

労使間のトラブルを解決するための行政機関です。

「あっせん員」が、公正・中立な立場で労使双方の主張を確か

め、労使間の解決に結びつく合意点を探りながら、話合いにより

トラブルが解決されるよう支援する制度です。

あっせんとは・・・

労働委員会の主な業務

無料

秘密厳守
３ 不当労働行為の審査を行い、必要な救済命令を出します。

２ 労働者個人と使用者とのトラブル解決をサポートします。

（個別的労使紛争のあっせん）
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